
安来市告示第 120号

地籍調査の実施の告示

国土調査促進特別措置法 (昭和 37年法律第 143号)第 4条の規定により適用

される国土調査法 (昭和 26年法律第 180号)第 6条の 3第 2項の規定に基づい

て、島根県知事が令和 8年度における地籍調査に関する事業計画を定めたので、同

法第 7条の規定により次のとおり告示する。

令和 8年 5月 22日

( 安来市長  田 中 武

記

1 事業計画が定められた年月日
令不日8年 4月 7日

2 調査を実施する者の名称
安来市

3 調査地域
安来市荒島町

安来市安来町

安来市広瀬町西比田

荒島14地区

安来 14地区

西比田3地区

0,06k置

0. 03面

1. 06面

4 調査期間
令和 8年 5月 22日 から令和 9年 3月 31日 まで
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令和8年度地籍調査事業実施区域図 :ヽⅢ

■■‐

―

 !._′ ` ,,| iェ
一
，

,

I市 町 ‖ ■ 1
く_,1■ 瞬 区 は

'
1虫 占 癖 区

HЛ

I翼
ね 年 は (和 け_

静   ■   J
▲ I□ 耳 =月

白

,|と   い  年  _生
⇔ 1年 筐Hを 手予定区単

"
①～①十年瞑Hl子 ヤ資~1歳

年 19争

`B環
構た日

“

｀
が＼(

14

ヽ

た
，
，

ｒ

，
，
ｉ

t)

吾 I‐:Wi口


